
参考：一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）（抄） 

第６条の２ 指定職俸給表の適用を受ける職員（会計検査院及び人事院の職員を除く。）の号俸

は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第３項の規定に基づく分類の基準に

適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定める

ところにより、決定する。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確

保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。 

２ （略） 

第８条 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第６条第３項の規定

に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、

職務の級の定数（会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。）を設定し、又は

改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保

の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。 

２～１２ （略） 


